
足立区介護保険サービスにかかる足立区独自報酬設定要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第２項及び厚生

労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準（平成２４年厚生労働省

告示第１１９号）に基づき、足立区において実施する地域密着型サービスに係る独自の報

酬額の加算（以下「独自報酬加算」という。）の基準を定めるものとする。 

（対象サービス）  

第２条 この要綱において対象となるサービスは、次に掲げるサービスとする。 

 （１） 小規模多機能型居宅介護 

 （２） 看護小規模多機能型居宅介護 

 （３） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（独自報酬加算の要件と報酬） 

第３条 独自報酬加算の要件、報酬及び算定方法は、前条第１号及び第２号に掲げるサービ

スにあっては別表１、同条第３号に掲げるサービスにあっては別表２のとおりとする。 

（独自報酬加算の認定） 

第４条 独自報酬加算の算定を希望する事業者は、独自報酬加算に係る被保険者への加算の

算定の開始を希望する月の前月末日までに、第２条第１号及び第２号に掲げるサービスを

実施するものにあっては地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当届出書（小規模

多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護）（様式１）及び地域密着型サービスに

係る独自報酬加算要件該当届出者一覧表（様式２）により、同条第３号に掲げるサービス

を実施するものにあっては地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当届出書（定期

巡回・随時対応型訪問介護看護）（様式３）及び地域密着型サービスに係る独自報酬加算

要件該当届出者一覧表（様式２）により区長に届出をし、加算の対象となる被保険者又は

事業所ごとに認定を受けなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による届出を受け、前条に規定する要件に該当することを確認した

ときは、第２条第１号及び第２号に掲げるサービスを実施するものにあっては地域密着型

サービスに係る独自報酬加算要件該当通知書（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機

能型居宅介護）（様式４）により、同条第３号に掲げるサービスを実施するものにあって

は地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当通知書（定期巡回・随時対応型訪問介

護看護）（様式５）により、事業者にその旨を通知する。 

（独自報酬加算の取下げ） 

第５条 事業者は、前条の規定による認定に係る被保険者が当該認定に係る事業所により提

供されるサービスの利用者でなくなったとき、又は前条の規定による認定を受けた事業者

が第３条に規定する要件を備えなくなったときは、当該事象が生じた日から起算して１０

日以内に、地域密着型サービスに係る独自報酬加算取下げ届出書（様式６）により、区長

に届け出なければならない。 

（独自報酬加算の取消し） 



第６条 区長は、第４条の規定による認定に係る被保険者が当該認定に係る事業所により提

供されるサービスの利用者でなくなったこと又は同条の規定による認定を受けた事業者が

第３条に規定する要件に該当しなくなったことを知ったときは、当該認定を取り消すもの

とし、第２条第１号及び第２号に掲げるサービスを実施する事業者に対しては地域密着型

サービスに係る独自報酬加算要件非該当通知書（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多

機能型居宅介護）（様式７）により、同条第３号に掲げるサービスを実施する事業者に対し

ては地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件非該当通知書（定期巡回・随時対応型訪

問介護看護）（様式８）により、その旨を通知する。 

（独自報酬加算の返還） 

第７条 区長は、事業者が第３条に規定する要件に該当しないにもかかわらず、独自報酬加

算の算定を受けた場合は、当該算定により加算された報酬の額と同額を当該事業者から返

還させるものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

  付 則（１９足福介発第１１７３号 平成１９年９月２８日 区長決定） 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

  付 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

  付 則（２４足福介発第１９１４号 平成２４年９月２８日 区長決定） 

この要綱は、平成２４年１０月１日から適用する。 

  付 則（２６足福介発第３５８７号 平成２７年２月１３日 区長決定） 

この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。 

  付 則（２７足福介発第３５６５号 平成２８年３月１８日 区長決定） 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 

  付 則（２８足福介発第２０２９号 平成２８年９月３０日 区長決定） 

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 付 則（３１足福介発第３３０６号 令和元年１１月１８日 区長決定） 

この要綱は、令和元年１２月１日から施行する。 

付 則（２足福介発第２１２７号 令和２年８月３１日 区長決定） 

この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 

付 則（２足福介発第３８７６号 令和３年１月８日 区長決定） 

１ この要綱は、令和３年１月８日から施行する。 

２ この要綱施行日前に算定した独自報酬加算は、改正後の別表１及び別表２に基づいて算

定したものとみなす。 

付 則（２足福介収第４４６４号 令和３年２月２６日 区長決定） 

この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

付 則（７足福介発第３５号 令和７年４月１１日 区長決定） 

 （施行期日） 



１ この要綱は、決定の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表１及び別表２の規定は、施行日以後に第４条第１項の規定による届出をし

た事業者について適用し、施行日前に当該届出をした事業者については、なお従前の例に

よる。 

３ この要綱の施行の際、改正前の足立区介護保険サービスにかかる足立区独自報酬設定要

綱に規定する様式による用紙で現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

付 則（７足福介発第３５４号 令和７年４月２５日 区長決定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、決定の日から施行し、令和７年４月１１日（以下「適用日」という。）から

適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表１の規定は、適用日以後に第４条第１項の規定による届出をした事業者に

ついて適用し、適用日前に当該届出をした事業者については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際、改正前の足立区介護保険サービスにかかる足立区独自報酬設定要

綱に規定する様式による用紙で現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 

 

  



別表１（第３条関係） 

要件 

１ ２ 

 

独自報酬加算の算定を受けようと

する事業者に係る事業所において提

供されるサービスの利用者である被

保険者が認知症高齢者、かつ、厚生

労働省が定める『認知症加算』の算

定対象者ではないこと。 

 

 

独自報酬加算の算定を受けようと

する事業者に係る事業所において、

専門性の高い人材が確保されている

こと。 

要件の内容 

 

認知症日常生活自立度Ⅰ及びⅡ

（認知症加算対象者を除く。）と判

定された被保険者であること。 

 

  

次のいずれにも該当していること。 

１ 認知症介護実践者研修修了者を

３名以上配置していること。 

 

報酬加算及

び算定方法 

 

１月につき要件に該当する被保険者

１人あたり３００単位 

 

ただし、月の途中で第６条の規定に

よる取下げを行ったときは、当該事

由が発生した日の前日までを日割り

で算定する。 

 

 

１月につき当該事業所を利用する 

被保険者１人あたり３００単位 

 

ただし、月の途中で利用を開始した

ときは当該事由が発生した日から、

月の途中で第６条の規定による取下

げを行ったときは当該事由が発生し

た日の前日までを日割りで算定す

る。 

条件等 

 

認知症高齢者の判定は、介護認定

審査会における主治医意見書等によ

る。 

 

 

認知症介護実践者研修修了証の写

しを添付する。 

 

別表２（第３条関係） 

要件 

１ ２ 

 

独自報酬加算の算定を受けようと

する事業者に係る事業所において提

供されるサービスの利用者である被

保険者が独居であること。 

 

 

独自報酬加算の算定を受けようと

する事業者に係る事業所において、

介護・医療連携推進会議の活用とサ

ービスの質の向上に向けた知識・情

報の取得等について勉強会を実施す

ること。 

 

要件の内容 

 

区長の認定を受けた被保険者に対

して定期巡回・随時対応型訪問介護

看護を行った場合 

 

 

介護・医療連携推進会議を６ヶ月

程度に１回開催すると共に地域ケア

会議等で得た情報を用いて事業所内

で勉強会を開催し、その実施状況を

報告すること。 

 



報酬加算及

び算定方法 

 

１月につき要件に該当する被保険者

１人あたり２００単位 

 

ただし、月の途中で第６条の規定に

よる取下げを行ったときは、当該事

由が発生した日の前日までを日割り

で算定する。 

 

 

１月につき当該事業所を利用する被

保険者１人あたり３００単位 

 

ただし、月の途中で利用を開始した

ときは当該事由が発生した日から、

月の途中で第６条の規定による取下

げを行ったときは当該事由が発生し

た日の前日までを日割りで算定す

る。 

 

条件等 

 

アセスメントにより被保険者が単

身で居住していると認められる場合

に算定できる。なお、アセスメント

の結果については、独居の被保険者

に対する定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画に記載すること。また、

少なくとも月に１回、サービス提供

等の際に被保険者が単身で居住して

いる旨を確認し、その結果を記録す

ること。 

 

 

介護、医療連携推進会議の議事録を

開催ごとに区に提出し、併せて外部に

対しても発信すること。また、勉強会

等の計画を年１回作成し、区に報告す

ること及び勉強会等の実施状況を年

１回区に報告すること。 

 

 



様式１（第４条関係） 

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当届出書 

（小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護） 
 

                           年  月  日 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

 

法人の主たる事業所所在地 

〒 

 

申請者                
（法人の代表者） 

        

独自報酬加算の算定を受けたいので、下記のとおり関係資料を添えて、届け出ます。 

介護保険事業所番号           

事業所名称 

 

事業所所在地 

〒 

担当者の職名・氏名 

職 名  氏 名  

担当者連絡先 

TEL FAX 

届出の要件に○を記入 

要件１  
月の初日において、認知症日常生活自立度Ⅰ及びⅡ（認知症加算対象者を

除く。）と判定された利用者を受け入れている。 

要件２  

専門性の高い人材が確保されている。認知症介護実践者研修修了者を３名

以上、当該事業所に配置していること。 

 

認知症介護実践者研修修了者氏名・修了年月日等 ※区分には○を記入 

１ 
区分 １新規 ・ ２変更 ・ ３継続 

氏名  修了年月日     年   月   日 

２ 
区分 １新規 ・ ２変更 ・ ３継続 

氏名  修了年月日     年   月   日 

３ 
区分 １新規 ・ ２変更 ・ ３継続 

氏名  修了年月日     年   月   日 

 

※ 報酬加算 要件１ １月につき要件に該当する被保険者１人あたり３００単位 

要件２ １月につき当該事業所を利用する被保険者１人あたり３００単位 

  

※ 添付書類 要件１ ① 該当者の介護認定審査における主治医意見書等の写し 

② 様式２（第４条関係） 

要件２ ① 認知症介護実践者研修修了証の写し



様式２（第４条関係） 

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当届出者一覧表 

 

番号 被保険者情報 

１ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

２ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

３ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

４ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

５ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

６ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

７ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

８ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

９ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

１０ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

１１ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

１２ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

１３ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

１４ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

１５ 
フリガナ  被保険者 

番  号 
 

名  前  

 

 

※ 要件１の新規該当者を記載して提出してください。 

※ 足りない場合適宜書式の列や頁を追加する等してください。 



 

様式３（第４条関係） 

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当届出書 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 
 

 

                           年  月  日 

 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

 

法人の主たる事業所所在地 

〒 

 

申請者                
（法人の代表者） 

                  

        

独自報酬加算の算定を受けたいので、下記のとおり関係資料を添えて、届け出ます。 

介護保険事業所番号           

事業所名称 

 

事業所所在地 

〒 

担当者の職名・氏名 

職  名  氏  名  

担当者連絡先 

TEL（    ）    － FAX（    ）    － 

届出の要件に○を記入 

要件１ 

アセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合に算

定できる。なお、アセスメントの結果については、独居の利用者に対して定

期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に記載すること。また、少なくとも月

に１回、サービス提供等の際に利用者が単身で居住している旨を確認し、そ

の結果を記録すること。 

要件２ 

介護、医療連携推進会議の議事録を開催ごとに区に提出し、併せて外部に

対しても発信すること。また、勉強会等の計画を年１回作成し、区に報告す

ること及びその実施状況を年１回区に報告すること。 

    

※ 報酬加算 要件１ １月につき要件に該当する被保険者１人あたり２００単位 

要件２ １月につき当該事業所を利用する被保険者１人あたり３００単位 

 

※ 添付書類 要件１ ① 該当者の独居が記載されている計画書等 

② 様式２（第４条関係） 

要件２ ① 勉強会等の計画書及び実施状況報告書



様式４（第４条関係） 

足福介収第    号 

    年  月  日 

 

      様 

                             足立区長  

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当通知書 

(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護) 

 

 標記の件について、下記のとおり要件に該当することを確認したので通知します。 

 

記 

１ 対象事業所 

介護保険事業所番号  

事 業 所 名  

 

２ 該当独自報酬加算 

該当要件 対象者等 要件内容等 

要件１ 

 
月の初日において、認知症日常生活自立度Ⅰ及びⅡ（認

知症加算対象者を除く。）と判定された利用者を受け入

れている。 

 

※１月につき３００単位／人（加算対象者に限る。） 

要件２ 

 
専門性の高い人材が確保されている。認知症介護実践

者研修修了者を３名以上、当該事業所に配置している

こと。 

※１月につき３００単位／人（当該事業所利用者に限

る。） 

 

３ 適用年月 

        年  月サービス提供分から 

 

４ 備考 

上記要件を満たさなくなった場合は第５条に基づき速やかに届け出てください。 



様式５（第４条関係） 

足福介収第    号 

    年  月  日 

      様 

 

                               足立区長  

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件該当通知書 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 

 

 標記の件について、下記のとおり要件に該当することを確認したので通知します。 

記 

１ 対象事業所 

介護保険事業所番号  

事 業 所 名  

 

２ 該当独自報酬加算 

該当要件 対象者等 要件内容等 

要件１ 

 
アセスメントにより利用者が単身で居住していると認

められる場合に算定できる。なお、アセスメントの結果

については、独居の利用者に対して定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画に記載すること。また、少なくとも

月に１回、サービス提供等の際に利用者が単身で居住

している旨を確認し、その結果を記録すること。 

 

※１月につき２００単位／人（加算対象者に限る。） 

要件２ 上記対象事業所 

介護、医療連携推進会議の議事録を開催ごとに区に提

出し、併せて外部に対しても発信すること。また、勉強

会等の計画を年１回作成し、区に報告すること及びそ

の実施状況を年１回区に報告すること。 

 

※１月につき３００単位／人（当該事業所利用者に限

る。） 

 

３ 適用年月 

        年  月サービス提供分から 

４ 備考 

上記要件を満たさなくなった場合は第５条に基づき速やかに届け出てください。 



様式６（第５条関係） 

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算取下げ届出書 

 
 

 

                           年  月  日 

 

（提 出 先） 

足 立 区 長 

 

代表者 
（開設

者） 

法人所在地  

氏名 
（役職・ 

代表者氏名） 

 

 

 

                    

        

下記の独自報酬加算の取下げを届け出ます。 

 
番号 項目 内容 

１ 事業所番号 
 

２ 事業所名 
 

３ 事業所種別 
 

４ 事業所所在地 
 

５ 
取下げ年月日 

（最終利用日翌日） 

 

６ 対象要件 要件１  ・  要件２ 

７ 

要件１ 対 象 者 
（被保険者番号） 

 

要件２ 研修修了者  

８ 取下げ理由 
 

９ 担当者 
 

１０ 連絡先 
 

 

 

※ 対象者が複数いる場合、列を増やす等をしてご記入ください。 

 

 

 

 



様式７（第６条関係） 

足福介収第    号 

    年  月  日 

 

      様 

 

                               足立区長  

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件非該当通知書 

(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護) 

 

 標記の件について、下記のとおり要件に該当しないことを確認したので通知します。 

記 

１ 対象事業所 

介護事業所番号  

事 業 所 名  

 

２ 該当から外れる独自報酬加算 

該当要件 対象者等 要件内容等 

要件１ 

 
月の初日において、認知症日常生活自立度Ⅰ及びⅡ（認

知症加算対象者を除く。）と判定された利用者を受け入

れている。 

 

※１月につき３００単位／人（加算対象者に限る。） 

要件２ 

 
専門性の高い人材が確保されている。認知症介護実践

者研修修了者を３名以上、当該事業所に配置している

こと。 

※１月につき３００単位／人（当該事業所利用者に限

る。） 

   

３ 要件に該当しなくなる年月日 

        年  月  日（以降非該当） 

 

４ 担 当 

   

様式８（第６条関係） 



足福介収第    号 

    年  月  日 

 

      様 

                              足立区長  

 

地域密着型サービスに係る独自報酬加算要件非該当通知書 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 

 

 標記の件について、下記のとおり要件に該当しないことを確認したので通知します。 

記 

１ 対象事業所 

介護事業所番号  

事 業 所 名  

 

２ 該当独自報酬加算 

該当要件 対象者等 要件内容等 

要件１ 

 
アセスメントにより利用者が単身で居住していると認

められる場合に算定できる。なお、アセスメントの結果

については、独居の利用者に対して定期巡回・随時対応

型訪問介護看護計画に記載すること。また、少なくとも

月に１回、サービス提供等の際に利用者が単身で居住

している旨を確認し、その結果を記録すること。 

 

※１月につき２００単位／人（加算対象者に限る。） 

要件２ 上記対象事業所 

介護、医療連携推進会議の議事録を開催ごとに区に提

出し、併せて外部に対しても発信すること。また、勉強

会等の計画を年１回作成し、区に報告すること及びそ

の実施状況を年１回区に報告すること。 

 

※１月につき３００単位／人（当該事業所利用者に限

る。） 

 

３ 要件に該当しなくなる年月 

        年  月  日（以降非該当） 

 

４ 担 当 

   


